
令和８年８月１日からの判定基準

※ 令和7年中の収入・所得に基づいて判定します。

※ 配偶者は世帯分離をしても対象者に含まれます。配偶者が別世帯の場合でも住民税課税であれば対象外です。

令和8年８月１日からの軽減内容（一部の負担限度額が引き上げられます)

※()はショートステイの場合

（１，３６０円）

食費 ※

１，５４５円

９８０円 １，４７０円 ５３０円 ５３０円 ４３０円

４３０円

８８０円 １，３７０円 ４３０円 ４３０円 ４３０円

４３７円

３８０円

特養等

１，３７０円

１，４７０円

１，７２８円

５５０円

５５０円

１，３７０円

１，４７０円

５５０円 ０円

８８０円 ５５０円

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室 特養等 老健・医療院等

３００円

３９０円

９１５円 ６９７円

４３０円 ４３０円

０円 ０円

６８０円

１，４２０円

（３００円）

(６００円）

（１，０３０円）

老健・医療院

(室料を徴収する)

老健・医療院等

(室料を徴収しない)

４８０円

１，２３１円

第３段階②

第３段階①

第２段階

第１段階

２，０６６円

８８０円

基準費用額

利用者

負担段階

居住費（滞在費）

従来型個室 多床室

１，７２８円

第３段階②

・本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得 ・預貯金、有価証券等の合

計が単身で500万円以下であ

ること。

(夫婦は1,500万円以下)

    金額＋課税年金収入額＋非課税年金収入額が

   120万円を超える方

    金額＋課税年金収入額＋非課税年金収入額が

    82.65万円を超え120万以下の方

第２段階

・本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得 ・預貯金、有価証券等の合

計が単身で650万円以下であ

ること。

(夫婦は1,650万円以下)

    金額＋課税年金収入額＋非課税年金収入額が

    82.65万円以下の方

第３段階①

・本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得 ・預貯金、有価証券等の合

計が単身で550万円以下であ

ること。

(夫婦は1,550万円以下)

利用者

負担段階

対象者

所得などの条件 ※ 預貯金などの条件

第１段階

・生活保護受給者／ ・預貯金、有価証券等の合

計が単身で1,000万円以下で

あること。

(夫婦は2,000万円以下)

    本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉

    年金受給者

施設サービス利用には

食費・居住費(滞在費)の負担軽減制度が

あります


